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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子筐体中で使用するための吸着構造体であって、
　ａ）開口部とキャビティとを画成するプラスチックハウジングと、
　ｂ）前記キャビティ内に配置された第1吸着材料と、
　ｃ）前記第１吸着材料の上に配置された実質的に水不浸透性のフィルムであって、前記
フィルムは、前記キャビティと前記電子筐体の内部との間を流体連結させる、実質的に水
不浸透性のフィルムと、
　ｄ）第２吸着材料と、
　ｅ）前記プラスチックハウジングの開口部を覆って、前記第１吸着材料と、前記実質的
に水不浸透性のフィルムと、前記第２吸着材料と、を前記プラスチックハウジング内に格
納するフィルター材料と、
を含み、
　前記実質的に水不浸透性のフィルムのみによって前記第１吸着材料を前記キャビティ内
に配置するように覆うと共に、前記実質的に水不浸透性のフィルムは、前記第１吸着材料
と前記第２吸着材料との間に配置され、開口部を有し、前記実質的に水不浸透性のフィル
ムによって、前記第１吸着材料を出入りする水蒸気の流れが調節される、吸着構造体。
【請求項２】
　前記フィルムが金属コーティングを含む、請求項１に記載の吸着構造体。
【請求項３】
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　前記フィルター材料は、前記プラスチックハウジングと結合されている、請求項１又は
２に記載の吸着構造体。
【請求項４】
　前記フィルムは、ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレン、又は
、これらの組みあわせのうち、少なくとも一つを含む、請求項１～３のいずれか一項に記
載の吸着構造体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、すべての指定国の出願人である米国内企業のＤＯＮＡＬＤＳＯＮ　ＣＯＭＰ
ＡＮＹ，ＩＮＣ．ならびにすべての指定国の発明者である米国民のＡｎｄｒｅ　Ｄ．Ｌｅ
ｉｅｒおよび米国民のＤａｎｉｅｌ　Ｌ．Ｔｕｍａの名義でＰＣＴ国際特許出願として２
０１３年１０月２４日に出願され、２０１２年１０月２６日に出願された米国仮特許出願
第６１／７１９，１３８号明細書、および２０１３年３月１３日に出願された米国特許出
願第１３／８００，１５８号明細書（それらの内容全体が参照により本明細書に援用され
る）の優先権を主張する。
【０００２】
　本出願は、密閉容積中の水分の制御に関する。特に、本出願は、ディスクドライブ筐体
などの電子筐体中の水分の制御に関する。
【背景技術】
【０００３】
　ディスクドライブを収容する電子筐体などの多くの筐体の内部は、制御された湿度に維
持されることが望ましい。制御された低湿度の維持は、電子部品の腐蝕および劣化を回避
するために有益となりうる。同様に、湿度を必ずしも最小限にしない場合でさえも、ある
範囲内に湿度を制御することが望ましい場合が多い。たとえば、ディスクドライブ筐体の
場合、ディスクドライブ筐体中の水蒸気量は空気の密度に影響を与え、それによって読み
書きヘッドの浮上高さに影響が生じる。これらの状況において、読み書きヘッドの高さを
特定の狭い範囲内に維持できるように、制御された一定湿度に維持されることが望ましい
。
【０００４】
　周囲の水分を吸収するために電子筐体の内側に吸着材料を配置することができる。この
目的のためにはシリカゲルが特に一般的な吸着剤である。活性炭でさえも、かなりの水吸
着特性を有する。しかし、ディスクドライブの製造、保管、および動作の間に水の吸着お
よび脱着が起こる方法のため、ディスクドライブ筐体中に単に吸着剤を加えるだけでは、
水の制御の問題のすべてが解決されるとは限らない。特に、ディスクドライブ中の湿度制
御の問題は、電子筐体が製造され使用される条件が変動することによって複雑になり：デ
ィスクドライブ筐体は、多くの場合開放環境中で組み立てられ、その環境では、存在する
吸着剤を含むドライブ筐体の内部は容易に大気水分を吸収することができる。製造環境か
らの水の取り込みを制限することによって、ディスクドライブ筐体が後に完全にまたはほ
ぼ完全に密閉されるときのために水容量を保持できることが理解されよう。
【０００５】
　ある状況では、吸着剤中に蓄積する水分は、ディスクドライブに電源が入り加熱される
ときに密閉（またはほぼ密閉された）電子筐体中に放出され、それによって絶対湿度が増
加し、読み書きヘッドの浮上高さに影響が生じうる。ハードディスクドライブに生じる条
件の変化の別の例としては、熱帯から温帯、さらには北極までなどの広範囲の環境への曝
露、およびノートブックコンピュータドライブの頻繁なオンオフサイクルからサーバドラ
イブの常時使用までの範囲の動作条件が挙げられる。ドライブ筐体中の含水量が適切に管
理されないと、これらの環境および動作条件のすべてで性能の低下が生じうる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００６】
　したがって、電子筐体中の水分を制御する能力、特にディスクドライブ筐体中の水分を
制御する能力が必要とされている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　電子筐体中で使用するための吸着構造体が本明細書に記載される。この吸着構造体は、
たとえば、吸着材料と、吸着材料を実質的に取り囲むポリマー材料とを含む。ポリマー材
料は、吸着材料を出入りする水蒸気の流れを調節する。この水蒸気の流れの制限は、ディ
スクドライブの製造中に多すぎる水分を吸着材料が吸着するのが防止され、それによって
、ドライブ筐体が密閉またはほぼ密閉された後に残存する水蒸気に対する水吸着容量が維
持されるので、有益である。さらに、水分の流れの制限によって、動作中にドライブ温度
が上昇する場合などに、吸着剤からの水の急速な放出が防止される。
【０００８】
　本発明はさらに、電子筐体中で使用するための吸着構造体であって、吸着材料とともに
、吸着材料を実質的に取り囲むポリマーカバーを含む、吸着構造体に関する。ポリマーカ
バーは、吸着材料を出入りする水蒸気の流れをポリマーカバー中の開口部によって調節す
る。開口部によって、ポリマーカバーを通過する水蒸気の緩やかな流れが可能となる。さ
らに、代表的実施形態においては、ポリマーカバー中の開口部をフィルター材料が覆うこ
とで、吸着剤からディスクドライブ（または別の電子）筐体中への粒子状汚染物質の移動
が防止される。この構造体は、さらなるハウジングまたはカバーを必要とせずに電子筐体
中に直接配置することができる。
【０００９】
　本出願はさらに、電子筐体中で使用するための吸着構造体であって、内部体積と少なく
とも１つの第１の開口部とを含む実質的に剛性の物体を含む、吸着構造体に関する。吸着
材料がポリマーカバーによって実質的に取り囲まれるように、実質的に剛性の物体の内部
体積中に吸着材料が配置される。ポリマーカバーは、一般に、吸着材料を出入りする水蒸
気の穏やかな移動を可能にする１つ以上の開口部を中に有し、圧力の均一化が可能となる
。ある実施において、実質的に剛性の物体の開口部をフィルター材料で覆うことで、吸着
剤からディスクドライブ（または別の電子）筐体中への粒子状汚染物質の移動も防止され
る。
【００１０】
　本出願は、電子筐体中で使用するための吸着構造体であって、内部体積と少なくとも１
つの第１の開口部とを含む実質的に剛性の物体を含む、吸着構造体にも関する。実質的に
剛性の物体内部体積中に第１の吸着材料が配置される。この吸着材料は、ポリマーカバー
によって実質的に取り囲まれる。実質的に剛性の物体中には第２の吸着材料も配置され、
第２の吸着材料は、第１の吸着材料を実質的に取り囲むポリマーカバーの外側に配置され
る。したがって、第２の吸着材料（多くの場合活性炭を含有する）は、第１の吸着材料を
出入りする水の移動を制限する水分の移動に関して同じ制限は有さない。一方はポリマー
カバーに取り囲まれ、一方はポリマーカバーに取り囲まれないこの２つの吸着材料の組み
合わせは、水蒸気の制御に好都合となる場合があり、有機材料などの他の汚染物質の除去
に役立てることもできる。
【００１１】
　吸着材料と、吸着材料を実質的に取り囲むポリマー材料とは、場合によりプラスチック
ハウジングなどのハウジング中に配置される。ハウジングは、電子筐体の外部と連絡する
１つ以上の通気開口部を含むことができる。ハウジングは、１つ以上の追加のフィルター
材料、あるいは種々の防湿材およびフィルムをも含むことができる。
【００１２】
　本明細書に記載のある実施において、吸着材料はシリカゲルを含む。別の吸着材料とし
ては、たとえば、モレキュラーシーブおよび活性炭が挙げられる。好適な吸着材料として
は、シリカゲル、モレキュラーシーブ、および／または活性炭の組み合わせを挙げること
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ができる。場合により吸着材料は圧縮成形タブレットに成形される。別の好適な吸着材料
としては、吸着ウェブ、吸着ビーズ、吸着顆粒、およびそれらの組み合わせが挙げられる
。
【００１３】
　代表的実施形態において、吸着材料は、少なくとも１０重量パーセントのシリカゲル、
あるいは少なくとも４０重量パーセントのシリカゲル、場合により少なくとも８０重量パ
ーセントのシリカゲルを含む。ある実施において吸着剤は、２０重量パーセント未満のシ
リカゲル、あるいは６０重量パーセント未満のシリカゲル、場合により１００重量パーセ
ント未満のシリカゲルを含む。好適な吸着材料としては、たとえば、０～２０重量％のシ
リカゲル、４０～６０重量％のシリカゲル、あるいは８０～１００重量％のシリカゲル、
あるいは１０～９０重量％のシリカゲルを含有する吸着剤が挙げられる。
【００１４】
　代表的実施形態において、吸着材料は、少なくとも１０重量パーセントの活性炭、ある
いは少なくとも２０重量パーセントの活性炭、場合により少なくとも５０重量パーセント
の活性炭を含む。ある実施において吸着剤は、２０重量パーセント未満の活性炭、あるい
は５０重量パーセント未満の活性炭、場合により１００重量パーセント未満の活性炭を含
む。好適な吸着材料としては、たとえば、０～２０重量パーセントの活性炭、２０～５０
重量パーセントの活性炭、あるいは５０～１００重量パーセントの活性炭を含有する吸着
剤が挙げられる。
【００１５】
　代表的な一実施形態において、吸着剤は、相対湿度６０％未満で６０％グラム／吸着剤
グラム未満の水吸着容量を有する。場合により、吸着剤は、相対湿度６０％未満で５０％
グラム／吸着剤グラム未満；あるいは相対湿度６０％未満で４０％グラム／吸着剤グラム
未満；およびまたは相対湿度６０％未満で３０％グラム／吸着剤グラム未満の水吸着容量
を有する。ある実施において吸着剤は、相対湿度６０％未満で５０％グラム／吸着剤グラ
ムを超える、相対湿度６０％未満で３０％グラム／吸着剤グラムを超える、または相対湿
度６０％未満で２０％グラム／吸着剤グラムを超える水吸着容量を有する。ある代表的実
施形態においては、吸着剤は、相対湿度６０％未満で５０％～６０％グラム／吸着剤グラ
ム、相対湿度６０％未満で４０％～５０％グラム／吸着剤グラム、または相対湿度６０％
未満で２０％～３０％グラム／吸着剤グラムの水吸着容量を有する。
【００１６】
　吸着材料を実質的に取り囲むポリマー材料は、たとえば収縮包装フィルムを含むことが
できる。ある実施において、吸着材料を実質的に取り囲むポリマー材料は、吸着材料の形
状に実質的に適合する収縮包装されたフィルムを含む。ポリマー材料としては、ポリエチ
レンなどのポリオレフィンを挙げることができる。好適なポリマー材料としては、ポリプ
ロピレン、ポリエチレンテレフタレート（ｐｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎｅ　ｔｅｒｅｐｈａｌ
ａｔｅ）、ポリエチレン、およびそれらの組み合わせが挙げられる。ある実施において、
ポリマー材料は、フィルムを通過する水分移動をさらに制限するための金属コーティング
を含む。好適なポリマーフィルムは、０．１～１ミル、１～３ミル、および３～５ミルの
厚さを有する。フィルムは望ましくは、３８℃および９０％相対湿度において２５グラム
／平方メートル／２４時間／ミル厚さ未満の水蒸気透過速度を有する。ある実施形態にお
いて、フィルター材料は、ポリマー材料の一部または全てを実質的に取り囲むまたは覆う
。
【００１７】
　種々の実施において、吸着材料を実質的に取り囲む材料は、少なくとも１つの開口部を
有し、その開口部を介して水蒸気が流れることができる。種々の別の構成において複数の
開口部を使用することができる。開口部によって、吸着材料を出入りする水蒸気の移動が
制限され遅くなる。ある実施形態において、開口部の幅は０．００１～２．０ミリメート
ルである。粒子状汚染物質の放出を防止するために、ポリマー材料中の１つ以上の開口部
をフィルター材料で覆うことができる。
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【００１８】
　ある実施において、第１の吸着材料を実質的に取り囲むポリマー材料の外側に第２の吸
着材料が配置される。代表的な一実施形態において、第２の吸着剤は、相対湿度６０％未
満で６０％グラム／吸着剤グラム未満の水吸着容量を有する。場合により第２の吸着剤は
、相対湿度６０％未満で３０％グラム／吸着剤グラム未満、あるいは相対湿度６０％未満
で１０％グラム／吸着剤グラム未満の水吸着容量を有する。ある実施において第２の吸着
剤は、相対湿度６０％未満で３０％グラム／吸着剤グラムを超える、相対湿度６０％未満
で１０％グラム／吸着剤グラムを超える、または相対湿度６０％未満で１％グラム／吸着
剤グラムを超える水吸着容量を有する。ある代表的実施形態において、第２の吸着剤は、
相対湿度６０％未満で３０％～６０％グラム／吸着剤グラム、相対湿度６０％未満で１０
％～３０％グラム／吸着剤グラム、または相対湿度６０％未満で１％～１０％グラム／吸
着剤グラムの水吸着容量を有する。
【００１９】
　この概要は本発明の限定を意図したものではない。本発明は以下の詳細な説明および特
許請求の範囲でさらに説明される。
【００２０】
　以下の図面と関連して本発明をより十分に理解できるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の実施の１つにより作製した吸着構造体の斜視図を示しており、吸着構造
体は、吸着剤タブレットを覆うポリマーフィルムを含む。
【図２】図１の吸着構造体の側面図を示している。
【図３】図１および図２の吸着構造体の側断面図を示している。
【図４】本発明の実施の１つにより作製した吸着構造体の側断面図を示しており、吸着構
造体は、フィルムが収縮する前の、吸着剤タブレットを覆う収縮包装ポリマーフィルムを
含む。
【図５】本発明の実施の１つにより作製した吸着構造体の側断面図を示しており、吸着構
造体は、フィルムが収縮した後の、吸着剤タブレットを覆う収縮包装ポリマーフィルムを
含む。
【図６】本発明の実施の１つにより作製した吸着構造体の側断面図を示しており、吸着構
造体は、吸着剤タブレットを覆うポリマーフィルムと、収縮包装ポリマーフィルム中の開
口部の外側に取り付けられたフィルター材料とを含む。
【図７】本発明の実施の１つにより作製した吸着構造体の側断面図を示しており、吸着構
造体は、吸着剤タブレットを覆うポリマーフィルムと、収縮包装ポリマーフィルム中の開
口部に取り付けられたフィルター材料とを含む。
【図８】本発明の実施の１つにより作製した吸着構造体の側断面図を示しており、吸着構
造体は、ハウジング中に配置された吸着剤を覆うポリマーフィルムを含み、ハウジング中
の開口部を覆うフィルター材料を有する。
【図９Ａ】本発明の実施の１つにより作製した吸着構造体の側断面図を示しており、吸着
構造体は、吸着剤タブレットを覆うポリマーフィルムと、ポリマーフィルムの外側に配置
された第２の吸着材料とを含む。
【図９Ｂ】本発明の実施の１つにより作製した吸着構造体の側断面図を示しており、吸着
構造体は、くぼみの中に配置された吸着剤タブレットと、吸着剤タブレットを覆う実質的
に水不浸透性のフィルム（しかしフィルム中に開口部を有する）と、ハウジング中に配置
された第２の吸着材料とを含む。
【図１０Ａ】本発明の実施の１つにより作製した吸着構造体の側断面図を示しており、吸
着構造体は、吸着剤タブレットを覆うポリマーフィルムと、ポリマーフィルムの外側に配
置された第２の吸着材料とを含む。ハウジング底部の通気開口部によって、電子筐体の外
側の空気交換が可能である。
【図１０Ｂ】本発明の実施の１つにより作製した吸着構造体の側断面図を示しており、吸
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着構造体は、くぼみの中に配置された吸着剤タブレットと、吸着剤タブレットを覆う実質
的に水不浸透性のフィルム（しかしフィルム中に開口部を有する）と、ハウジング中に配
置された第２の吸着材料とを含む。ハウジング中の通気開口部によって、電子筐体の外側
の空気交換が可能である。
【図１１Ａ】本発明の実施の１つにより作製した吸着構造体の側断面図を示しており、吸
着構造体は、吸着剤タブレットを覆うポリマーフィルムと、ポリマーフィルムの外側に配
置された第２の吸着材料とを含む。ハウジング中の通気開口部によって、第１の吸着剤を
実質的に迂回して電子筐体の外側の空気交換が可能である。
【図１１Ｂ】本発明の実施の１つにより作製した吸着構造体の側断面図を示しており、吸
着構造体は、くぼみの中に配置された吸着剤タブレットと、吸着剤タブレットを覆う実質
的に水不浸透性のフィルム（しかしフィルム中に開口部を有する）と、ハウジング中に配
置された第２の吸着材料とを含む。ハウジング中の通気開口部によって、第１の吸着剤を
実質的に迂回して電子筐体の外側から空気交換が可能である。
【図１２】直径０．５～１．０ミリメートルの孔を有する厚さ１．６ミルのポリマーカバ
ーを有するサンプル吸着剤タブレットの吸水のグラフを示している。
【図１３】直径０．５～１．０ミリメートルの孔を有する厚さ１．６ミルのポリマーカバ
ーを有するサンプル吸着剤タブレット、およびポリマーカバーを有さない吸着剤タブレッ
トの吸水のグラフを示している。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　本発明は種々の修正および変形形態が可能であるが、それらの詳細は例および図面によ
って示されており、以下に詳細に説明する。しかし、本発明が記載の特定の実施形態に限
定されるものではないことを理解すべきである。それどころか、本発明の意図および範囲
内の修正、同等物、および変形を含むことを意図している。
【００２３】
　本出願は、電子筐体中に使用され、特にディスクドライブ筐体中に使用される吸着構造
体に関する。吸着構造体は、シリカゲルなどの吸着材料を含む。吸着材料を出入りする水
蒸気の流れは、水蒸気の急速な移動を防止するフィルムによって制限される。フィルムと
しては、たとえば、吸着材料を実質的に取り囲むポリマーフィルムを挙げることができる
。ポリマーフィルムは、場合により、水蒸気がフィルムを通過できるように１つ以上の開
口部を含むことができるが、水蒸気のそのような流れは、ポリマーフィルムが存在しない
場合よりも依然としてはるかに遅い。
【００２４】
　代表的実施形態において、吸着材料はシリカゲルを含まず、別の実施形態においては、
少なくとも２０重量パーセントのシリカゲル、あるいは少なくとも４０重量パーセントの
シリカゲル、場合により少なくとも８０重量パーセントのシリカゲルを含有する。ある実
施において、吸着剤は２０重量パーセント未満のシリカゲル、あるいは６０重量パーセン
ト未満のシリカゲル、場合により１００重量パーセント未満のシリカゲルを含む。好適な
吸着材料としては、たとえば、０～２０重量パーセントのシリカゲル、４０～６０重量パ
ーセントのシリカゲル、あるいは８０～１００重量％のシリカゲルを含有する吸着剤が挙
げられる。
【００２５】
　代表的実施形態においては、吸着材料は活性炭を含まず、あるいは少なくとも２０重量
パーセントの活性炭、あるいは少なくとも２０重量パーセントの活性炭、場合により少な
くとも５０重量パーセントの活性炭を含む。ある実施において吸着剤は、２０重量パーセ
ント未満の活性炭、あるいは５０重量パーセント未満の活性炭、場合により１００重量パ
ーセント未満の活性炭を含む。好適な吸着材料としては、たとえば、０～２０重量パーセ
ントの活性炭、２０～５０重量パーセントの活性炭、あるいは５０～１００重量パーセン
トの活性炭を含有する吸着剤が挙げられる。
【００２６】
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　代表的な一実施形態において、吸着剤は、相対湿度６０％未満で６０％グラム／吸着剤
グラム未満の水吸着容量を有する。場合により、吸着剤は、相対湿度６０％未満で５０％
グラム／吸着剤グラム未満、あるいは相対湿度６０％未満で４０％グラム／吸着剤グラム
未満、およびまたは相対湿度６０％未満で３０％グラム／吸着剤グラム未満の水吸着容量
を有する。ある実施において吸着剤は、相対湿度６０％未満で５０％グラム／吸着剤グラ
ムを超える、相対湿度６０％未満で３０％グラム／吸着剤グラムを超える、または相対湿
度６０％未満で２０％グラム／吸着剤グラムを超える水吸着容量を有する。ある代表的実
施形態において、吸着剤は、相対湿度６０％未満で５０～６０％グラム／吸着剤グラム、
相対湿度６０％未満で４０～５０％グラム／吸着剤グラム、または相対湿度６０％未満で
２０～３０％グラム／吸着剤グラムの水吸着容量を有する。
【００２７】
　典型的には、第１の吸着剤は、第２の吸着材料よりも少なくとも２０パーセント大きい
総水吸着容量、場合により第１の吸着材料よりも少なくとも５０パーセント大きい総水吸
着容量、あるいは第１の吸着材料よりも少なくとも１００パーセント大きい総水吸着容量
、あるいは第１の吸着材料よりも少なくとも２００パーセント大きい総水吸着容量を有す
る。
【００２８】
　場合により、吸着材料は圧縮成形タブレットに成形される。別の好適な吸着材料として
は、吸着ウェブ、吸着ビーズ、顆粒状吸着剤、およびそれらの組み合わせが挙げられる。
吸着材料を実質的に取り囲むポリマー材料は、たとえば収縮包装フィルムを含むことがで
きる。ある実施において、吸着材料を実質的に取り囲むポリマー材料は、吸着材料の形状
に実質的に適合する収縮包装されたフィルムを含む。
【００２９】
　吸着材料を実質的に取り囲むポリマー材料は、たとえば収縮包装フィルムを含むことが
できる。ある実施において、吸着材料を実質的に取り囲むポリマー材料は、吸着材料の形
状に実質的に適合する収縮包装されたフィルムを含む。ポリマー材料としては、ポリエチ
レンなどのポリオレフィンを挙げることができる。好適なポリマー材料としては、ポリプ
ロピレン、ポリエチレンテレフタレート（ｐｏｌｙｅｔｈｙｌｅｎｅ　ｔｅｒｅｐｈａｌ
ａｔｅ）、ポリエチレン、およびそれらの組み合わせが挙げられる。ある実施において、
ポリマー材料は、フィルムを通過する水分移動をさらに制限するための金属コーティング
を含む。ある実施形態において、フィルター材料は、ポリマー材料の一部または全てを実
質的に取り囲むまたは覆う。

【００３０】
　ある実施において、吸着材料を実質的に取り囲む材料は、少なくとも１つの開口部を有
し、その開口部を介して水蒸気が流れることができる。種々の別の構成において複数の開
口部を使用することができる。開口部によって、吸着材料を出入りする水蒸気の移動が制
限され遅くなる。ある実施形態において、開口部の幅は０．００１～２．０ミリメートル
である。ポリマー材料中の１つの開口部または複数の開口部をフィルター材料で覆うこと
ができる。
【００３１】
　これより図面を参照すると、図１は、本発明の実施の１つにより作製した吸着構造体１
０の斜視図を示しており、吸着構造体１０は、吸着剤タブレット１４を覆うポリマーフィ
ルム１２を含む。ポリマーフィルム１２は吸着剤タブレット１４を取り囲み、それによっ
て吸着剤タブレット１４を出入りする水蒸気の流れが制限される。吸着剤タブレット１４
を取り囲むポリマーフィルム１２は、その端部に沿った継ぎ目１６を示している。この継
ぎ目１６は、たとえば、２枚のポリマー材料のシートを互いに熱積層することによって形
成される。図１に示されるポリマーフィルム１２は、吸着構造体１０の上面に配置された
２つの開口部１８も示している。２つの開口部１８は、吸着剤組立体１０を出入りする水
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蒸気の遅い移動を可能にする。２つの開口部１８は、ポリマーフィルム１２が収縮包装さ
れる実施形態において、ポリマーフィルム１２の収縮中に気体を逃すこともできる。
【００３２】
　図２は、図１の吸着構造体１０の側面図を示している。ポリマーフィルム１２が吸着剤
タブレット１４のすべての面を取り囲んでいることが、図２より明らかである。ポリマー
フィルム１２は、２枚のポリマーフィルムのシートが互いに積層された場合の継ぎ目１６
も示している。ある実施形態においては、この継ぎ目１６が吸着剤タブレット１４を取り
囲むが、別の実施において継ぎ目は、タブレット１４の１つの長い側面および２つの短い
側面の上にだけ存在し、あるいは場合によりタブレット１４の１つの短い側面および２つ
の長い面の上にだけ存在することが理解されよう。
【００３３】
　図３は、図１の吸着構造体１０の側断面図を示している。図３の吸着構造体１０は、吸
着剤タブレット１４を取り囲むポリマーフィルム１２を示している。図１～３、および本
明細書の別の箇所で示される実施形態において、ポリマーフィルム１４と吸着剤（吸着剤
タブレット１４）との間に間隙１３が示されている。しかし、この間隙１３が図に示され
るよりも大きい場合または小さい場合があることを理解されたい。したがって、たとえば
ポリマー材料１２が収縮包装されたフィルムとして形成される場合、収縮包装されたフィ
ルムが温められて吸着材料の周囲で収縮すると、間隙１３は、はるかに小さくなる場合が
あり、さらには感知できなくなりうる。別の場合では、ある実施において、より大きな間
隙が形成される。しかし、吸着構造体全体のサイズが小さく維持されるように、間隙が比
較的小さいことが一般に望ましい。
【００３４】
　図４および５は、本発明の実施の１つにより作製した吸着構造体２０の側断面図を示し
ており、吸着構造体２０は、フィルム収縮前（図４）およびフィルム収縮後（図５）の、
吸着剤タブレット２４を覆う収縮包装ポリマーフィルム２２を含む。図４中、ポリマーフ
ィルム２２は、吸着剤タブレット２４を取り囲み、シールされた端部２７Ａおよび２７Ｂ
が末端となるシール２６を含む。ポリマーフィルム２２は、吸着構造体２０の上部の開口
部２８以外からは気流が実質的に不浸透性である。この構造体は、後に高温（加熱ランプ
または熱風の使用などによって）に曝露され、ポリマーフィルム２２が収縮して、タブレ
ット２４の全体的な形状に適合する。この例ではシールされた端部２７Ａおよび２７Ｂは
収縮して小さなタブ２９Ａおよび２９Ｂを形成する。
【００３５】
　図６は、本発明の実施の１つにより作製した吸着構造体３０の側断面図を示しており、
吸着構造体３０は、吸着剤タブレット３４を覆うポリマーフィルム３２を含む。ポリマー
フィルムは、開口部３８と、ポリマーフィルム３２上の開口部３８の外側に取り付けられ
たフィルター材料３９とを有する。開口部３８によって、ある程度水蒸気がポリマーフィ
ルム３２を横断して移動することができるが、依然として流量は実質的に調節される。さ
らに、フィルター材料３９は、ポリマーフィルム３２の内側からの粒子状汚染物質の放出
を防止するのに役立つ。たとえば、吸着剤タブレット３４から放出されうるシリカゲル粒
子または活性炭粒子である。フィルター材料は、種々のフィルター材料から選択すること
ができ、たとえば発泡ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）が挙げられる。フィルタ
ー材料は、場合によりポリマーフィルム３２を横断する水分の移動速度も調節する。ポリ
マーフィルム３２中の開口部３８は、フィルター材料のない場合に使用される開口部より
も一般に大きい。好適な大きさの開口部３８としては、たとえば、０．００１平方ミリメ
ートルを超える、０．０１平方ミリメートルを超える、０．０５平方ミリメートルを超え
る、０．１平方ミリメートルを超える、０．２平方ミリメートルを超える、１平方ミリメ
ートルを超える、５平方ミリメートルを超える、または１０平方ミリメートルを超える領
域が挙げられる。
【００３６】
　図７は、図６のものと類似した別の吸着構造体４０を示しており、吸着構造体４０は、
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吸着剤タブレット４４を覆うポリマーフィルム４２と、ポリマーフィルム４２中の開口部
４８に取り付けられたフィルター材料４９とを含む。図７の設計の利点の１つは、フィル
ター材料４９がポリマーフィルム４２と吸着剤タブレット４４との間に配置されることで
ある。この設計によって、フィルター材料４９の周囲に露出端を有することが回避され、
場合により、ポリマーフィルム４２との特に確実な連結が可能となる。
【００３７】
　図６および７の吸着構造体３０、４０は、場合により、追加のハウジングまたはカバー
を必要とせずに電子筐体中に直接設置することができる。吸着剤のポリマーフィルムによ
って、吸着材料を出入りする水の急速な移動が防止される。さらに、フィルター材料３９
、４９との組み合わせで、吸着剤タブレット３４、４４からの粒子状汚染物質が回避され
る。したがって、吸着構造体３０、４０は、くぼみの中への投入、ブラケットを用いた固
定、接着剤を用いた所定位置への接着、または電子筐体中に保持するための他の方法で、
ディスクドライブ筐体中に容易に設置することができる。
【００３８】
　別の実施においては、図８に示されるような剛性または実質的に剛性の筐体中に吸着材
料を配置することが望ましい。図８の吸着構造体５０は、底部５３および側壁５５を有す
るプラスチックハウジング５１の側断面図を示している。吸着構造体５０は、ハウジング
５１中に配置された吸着剤タブレット５４を覆うポリマーフィルム５２を含み、フィルタ
ー材料５８がハウジング上部の開口部５７を覆っている。図示される実施形態において、
ポリマーフィルム５２は開口部５９を含む。
【００３９】
　図９Ａは、本発明の実施の１つにより作製した別の吸着構造体６０の側断面図を示して
いる。吸着構造体６０は、第１の吸着剤６４を覆うポリマーフィルム６２を含む。ポリマ
ーフィルム６２の外側には第２の吸着剤７４が配置される。第１の吸着剤６４および第２
の吸着剤７４の両方が、プラスチックハウジング６１の内側に配置される。第１の吸着剤
６４を出入りする水蒸気の流れは、１つ以上の開口部６８が形成されたポリマーフィルム
６２によって制限される。第２の吸着剤７４はポリマーフィルムによって取り囲まれてお
らず、したがって水蒸気の取り込みおよび放出をより自由に行うことができ、より重要な
こととしてドライブに対して有害な有機汚染物質および酸性ガスを自由に吸着することが
できる。一般に、第１の吸着剤６４は、第２の吸着剤７４よりも水を保持する能力が高い
。また、これら２つの吸着剤は異なる材料でできていてよい。たとえば、第１の吸着剤は
主としてまたは完全にシリカゲルであってよく、一方、第２の吸着剤は主としてまたは完
全に活性炭であってよい。封入される第１の吸着剤がシリカゲルを含み、封入されない吸
着剤が活性炭を含むという吸着剤の選択は、第１の吸着剤自体の製造および保管中を含め
たディスクドライブの製造および保管中のシリカゲルによる水分の取り込みがごく遅いと
いう利点を有する。特にこの第１の吸着剤は、ポリマーフィルム６２中に封入させるとい
う性質によって、ディスクドライブの製造および部品の組み立ての間の取り扱い中に、一
般に水で飽和されない。これによって、第１の吸着剤６４は、製造終了時にドライブ筐体
が密閉されたときに、さらなる水吸着容量を有することができ、その時点で筐体中に残存
する水は第１の吸着剤６４によって除去することができる。このさらなる吸着は、水分が
小さな開口部６８を介して吸着剤中に移動する必要がある結果として遅くなる場合がある
が、この遅い水の吸着は、（ドライブの加熱などによって）第１の吸着剤が後に水を放出
する場合の、後の水の遅い放出と適合している。
【００４０】
　図９Ａは、フィルター材料７８がどのようにして開口部６７でプラスチックハウジング
７４を覆うかも示している。フィルター材料７８は、たとえば発泡ポリテトラフルオロエ
チレンフィルムであってよい。フィルター材料７８は、吸着剤６４、７４から放出されう
るシリカゲル粒子または活性炭粒子などの粒子状汚染物質がハウジング６１の内側から放
出されるのを防止するのに役立つ。フィルター材料７８は、種々のフィルター材料から選
択することができ、たとえば発泡ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）が挙げられる
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。
【００４１】
　図９Ｂは、本発明の実施の１つにより作製した別の吸着構造体８０の側断面図を示して
おり、吸着構造体８０は、プラスチックハウジング８１中のくぼみの中に配置された第１
の吸着剤８４と、吸着剤８４の上にある実質的に水不浸透性のフィルム８２（しかしフィ
ルム８２中に開口部８８を有する）と、ハウジング８１中に配置された第２の吸着材料９
４とを含む。
【００４２】
　第１の吸着剤８４および第２の吸着剤９４の両方がプラスチックハウジング８１の内側
に配置される。第１の吸着剤８４を出入りする水蒸気の流れは、開口部８８が形成された
フィルム８２によって制限される。フィルム８２は、第１の吸着剤８４を取り囲んでいな
いが、第１の吸着剤８４の他の全ての側面がプラスチックハウジング８１で取り囲まれて
いるので、依然として吸着剤を出入りする水分の動きは調節される。一般に、フィルム８
２は、その端部８５に沿ってプラスチックハウジング８１に取り付けられる。しかし、あ
る実施においては、ポリマーフィルムは、単に第１の吸着剤の上の所定位置に配置される
。また、金属箔またはフィルム、あるいは他の非ポリマーのフィルムを水不浸透性フィル
ム８２として使用できることに留意されたい。
【００４３】
　第２の吸着剤９４は、ポリマーフィルムに取り囲まれておらず、不浸透性フィルム８２
の上にあり、したがって水蒸気の取り込みおよび放出をより自由に行うことができ、より
重要なこととしてドライブに対して有害な有機汚染物質および酸性ガスを自由に吸着する
ことができる。一般に、第１の吸着剤８４は、第２の吸着剤９４よりも水を保持する能力
が高い。また、これら２つの吸着剤は異なる材料でできていてよい。たとえば、第１の吸
着剤は主としてまたは完全にシリカゲルであってよく、一方、第２の吸着剤は主としてま
たは完全に活性炭であってよい。封入される第１の吸着剤がシリカゲルを含み、封入され
ない吸着剤が活性炭を含むという吸着剤の選択は、第１の吸着剤自体の製造および保管中
を含めたディスクドライブの製造および保管中のシリカゲルによる水分の取り込みがごく
遅いという利点を有する。特にこの第１の吸着剤は、不浸透性フィルム８２の下に位置す
るという性質によって、ディスクドライブの製造および部品の組み立ての間の取り扱い中
に、一般に水で飽和されない。これによって、第１の吸着剤８４は、製造終了時にドライ
ブ筐体が密閉されたときに、さらなる水吸着容量を有することができ、その時点で筐体中
に残存する水は第１の吸着剤８４によって除去することができる。
【００４４】
　図９Ｂは、開口部８７においてプラスチックハウジング８１の上部を覆うフィルター材
料９８も示している。フィルター材料９８は、たとえば発泡ポリテトラフルオロエチレン
フィルムであってよい。フィルター材料９８は、ハウジング８１の内側からの粒子状汚染
物質の放出の防止に役立つ。たとえば、吸着剤８４、９４から放出されうるシリカゲル粒
子または活性炭粒子である。フィルター材料９８は、種々のフィルター材料から選択する
ことができ、たとえば、発泡ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）が挙げられる。
【００４５】
　図１０Ａおよび１０Ｂは、２つのさらなる吸着構造体１００、１２０の側断面図を示し
ており、図９Ａおよび９Ｂに示されるものと類似しているが、プラスチックハウジング１
０１、１２１の１つの表面上に配置された通気開口部１１０、１３０を有する。通気開口
部は、通常、電子筐体中の対応する開口部（図示せず）に及ぶ。ハウジング中の通気開口
部によって、電子筐体の外側の空気交換が可能となる。
【００４６】
　図１０Ａの吸着構造体１００は、第１の吸着剤１０４を覆うポリマーフィルム１０２と
、ポリマーフィルム１０２の外側に配置された第２の吸着剤１１４とを含む。第１の吸着
剤１０４および第２の吸着剤１１４の両方がプラスチックハウジング１０１の内側に配置
される。第１の吸着剤１０４を出入りする水蒸気の流れは、１つ以上の開口部１０８が形
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成されたポリマーフィルム１０２によって制限される。第２の吸着剤１０４は、ポリマー
フィルムに取り囲まれておらず、したがって水蒸気の取り込みおよび放出をより自由に行
うことができ、より重要なこととしてドライブに対して有害な有機汚染物質および酸性ガ
スを自由に吸着することができる。
【００４７】
　一般に、第１の吸着剤１０４は、第２の吸着剤１１４よりも水を保持する能力が高い。
また、これら２つの吸着剤は異なる材料でできていてよい。たとえば、第１の吸着剤は主
としてまたは完全にシリカゲルであってよく、一方、第２の吸着剤は主としてまたは完全
に活性炭であってよい。図１０Ａは、フィルター材料１１８がどのようにしてプラスチッ
クハウジング１０１の上部を覆っているかも示している。フィルター材料１１８は、たと
えば発泡ポリテトラフルオロエチレンフィルムであってよい。フィルター材料１１８は、
ハウジング１０１の内側からの粒子状汚染物質の放出の防止に役立つ。たとえば、吸着剤
１０４、１１４から放出されうるシリカゲル粒子または活性炭粒子である。フィルター材
料１１８は、種々のフィルター材料から選択することができ、たとえば、発泡ポリテトラ
フルオロエチレン（ＰＴＦＥ）が挙げられる。
【００４８】
　通気開口部１３０に加えて、図１０Ｂのフィルター構造体１２０は、プラスチックハウ
ジング１２１中のくぼみの中に配置された第１の吸着剤１２４と、吸着剤１２４の上の実
質的に水不浸透性のフィルム１２２（しかしフィルム１２２中に開口部１２８を有する）
と、ハウジング１２１中に配置された第２の吸着材料１３４とを示している。第１の吸着
剤１２４および第２の吸着剤１３４の両方がプラスチックハウジング１２１の内側に配置
される。第１の吸着剤１２４を出入りする水蒸気の流れは、開口部１２８が形成されたポ
リマーフィルム１２２によって制限される。ポリマーフィルム１２２は、第１の吸着剤１
２４を取り囲んでいないが、第１の吸着剤１２４の他の全ての側面がプラスチックハウジ
ング１２１で覆われているので、依然として吸着剤を出入りする水分の動きは調節される
。一般にポリマーフィルム１２２は、その端部１２５に沿ってプラスチックハウジング１
２１に取り付けられる。しかし、ある実施においては、ポリマーフィルムは、単に第１の
吸着剤の上の所定位置に配置される。第２の吸着剤１３４は、ポリマーフィルムに取り囲
まれておらず、したがって水蒸気の取り込みおよび放出をより自由に行うことができ、ド
ライブに対して有害な有機汚染物質および酸性ガスを自由に吸着することができる。一般
に、第１の吸着剤１２４は、第２の吸着剤１３４よりも水を保持する能力が高い。図９Ａ
および９Ｂで前述した実施例と同様に、２つの吸着剤は異なる材料でできていてよい。た
とえば、第１の吸着剤は主としてまたは完全にシリカゲルであってよく、一方、第２の吸
着剤は主としてまたは完全に活性炭であってよい。図１０Ｂは、フィルター材料１３８が
どのようにしてプラスチックハウジング１２１の上部を覆っているかも示している。フィ
ルター材料１３８は、たとえば発泡ポリテトラフルオロエチレンフィルムであってよい。
フィルター材料１３８は、ハウジング１２１の内側からの粒子状汚染物質の放出の防止に
役立つ。
【００４９】
　図１１Ａは、本発明の実施の１つにより作製した吸着構造体１４０の側断面図を示して
おり、吸着構造体１４０は、第１の吸着材料１４４を取り囲むポリマーフィルム１４２と
、ポリマーフィルム１４２の外側に配置された第２の吸着材料１５４とを含む。これらの
吸着剤はハウジング１４１中に配置される。ハウジング中の通気開口部１５０によって、
電子筐体の外側の空気交換が可能となり、チャネル１５１を介して第１の吸着剤１４４を
実質的に迂回することができる。ポリマーフィルム１４２は、１つ以上の開口部１４８を
含む。さらに、ハウジング１４１にはフィルター材料１５８が取り付けられる。
【００５０】
　図１１Ｂは、本発明の実施の１つにより作製した吸着構造体１６０の側断面図を示して
おり、吸着構造体は、くぼみの中に配置された吸着材料１６４と、吸着材料１６４を覆う
実質的に水不浸透性のフィルム１６２（しかしフィルム１６２中に開口部１６８を有する
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）と、ハウジング中に配置された第２の吸着材料１７４とを含む。ハウジング中の通気開
口部１７０によって、電子筐体の外部の空気交換が可能となり、吸着材料１６４を実質的
に迂回することができるが、依然として第２の吸着剤１７４およびフィルター材料１７８
には流れることができる。通気開口部１７０がディスクドライブ筐体の外側と連結される
代表的実施形態においては、通気開口部１７０およびチャネル１５１の構成によって、第
２の吸着剤１７４中に空気が流れる。
【００５１】
　図１２および図１３を参照すると、本開示により作製した代表的な吸着構造体の性能を
示している。それぞれのフィルター構造体は、シリカゲルを含有するタブレットを含んだ
。それぞれのタブレットは、乾燥重量基準で約１．３グラムのシリカゲルを含有した。５
個のタブレットを厚さ約１．６ミルのポリエチレンフィルム中に密封した。各タブレット
上のポリエチレンフィルムには、直径約０．７５ミリメートルの孔を１つ開けた。残りの
２つのタブレットはフィルムで包まなかった。
【００５２】
　タブレットを、部分真空下の６０℃の乾燥オーブンに４２時間入れて、過剰の水分を除
去した。それぞれの吸着構造体の重量を測定すると、加熱真空オーブンに入れた後の乾燥
重量が約２．６５グラムであった。乾燥後、タブレットを２５℃および相対湿度６０パー
セントの湿度室に入れた。各タブレットの重量変化を定期的に測定した。最初の２時間の
データは、包まれていない第２の吸着剤としてより高く、水容量が消費されるまでは迅速
に吸水する。
【００５３】
　以下の表１は、相対湿度６０パーセントの２５℃の室中で維持される各サンプルの累積
吸水量を示している。
【００５４】
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【表１】

【００５５】
　図１２は、包まれたタブレットの吸水量のグラフを示している。図１２および表１から
分かるように、包まれたタブレットは、３３６～４８４時間の最終測定機期間中でさえも
吸水が続いたことを示している。吸水は、湿度室中の最初の期間で最も多く、次に、後の
測定期間のそれぞれにわたって段階的に減少した。３３６～４８４時間区分の間でさえも
、タブレットは１時間当たり約０．３ミリグラム水分を依然として取り込んだ。
【００５６】
　図１３は、図１２と同じ結果を示しているが、２つの包んでいない吸着剤タブレットの
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吸水速度も加えられている。包んでいないタブレットは、２～６時間の期間中に非常に多
くの水分を取り込み、２２．５ミリグラム／時を超え、２５ミリグラム／時に近づいた。
このことは、１．５ミリグラム／時未満であり、１ミリグラム／時により近かった包まれ
たタブレットと比較される（たとえば、表１および図１２参照）（たとえば、表１および
図１２参照）。記載の第２の期間の６～２４時間では、包まれていない吸着剤タブレット
は、この時間の間に約１０ミリグラム／時の多量の吸水を示し続けた。対照的に、包まれ
たタブレットはすべて１ミリグラム／時未満であった。記載の第３の時間２４～１４８時
間では、包まれていない吸着剤タブレットの吸水は、吸着容量が消費されたため、約０．
２ミリグラム／時程度まで急激に減少し、包まれた錠剤で観察された値のほぼ半分となっ
た。次の期間では、包まれていないタブレットはさらなる吸水が起こらず、一方包まれた
タブレットは一定の緩やかな吸水が続いた。
【００５７】
　したがって、図１２および１３に示されるように、包まれた吸着剤タブレットによる水
の吸着は、より長く、より安定した期間の吸水を示し、さらに初期の吸水速度がはるかに
少なかったことを示している。これに関して、直径約０．７５ｍｍの孔を有する包まれた
吸着剤は、より安定した吸水を示し、加熱によって、または低相対湿度筐体中への配置に
よってより緩やかに水分を放出すると予想され、このようにして吸着剤が配置される電子
筐体でより安定な内部湿度が得られる。
【００５８】
　本発明の実施形態を参照しながら本発明を詳細に説明してきたが、本発明の意図および
範囲から逸脱することなく、それらの形態および詳細の上記およびその他の変更が可能な
ことを当業者は理解されよう。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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【図８】

【図９Ａ】

【図９Ｂ】

【図１０Ａ】

【図１０Ｂ】

【図１１Ａ】

【図１１Ｂ】
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